
「苫小牧市受動喫煙防止条例（素案）の概要について」に寄せられた意見と市の考え方について（パブリックコメントの結果） 

 意見提出期間  令和元年８月３０日（金） ～ 令和元年９月２８日（土） （３０日間） 

 意見提出人数  ４人 

 提出意見件数（項目）  ２１件 （１０項目） 

 提出意見と市の考え方・提出意見を考慮した結果とその理由  次のとおり

項目

№ 

提出

人数

提出された意見 

（意見提出区分 第三者利益による削除等の有無）

提出された意見に対する市の考え方 

提出された意見を考慮した結果とその理由

反映区分

１ １ （原文・整理要約  有・無） 

【条例制定の背景】 

 「家」においても、家族、近隣住人に受動喫煙をさせるこ

とのないよう注意喚起の文言を盛り込んでいただけるよう

お願いいたします。 

本条例（案）としては、屋内外の様々な場所において、他人に受動

喫煙を生じさせないよう努めていただくことを、「市民の責務」として

規定しております。 

具体的な取組事例としては、今年度作成する「受動喫煙防止対策ガ

イドライン」に明記してまいります。 

Ｃ 

２ １ （原文・整理要約  有・無） 

【基本的な考え方】 

 ２０歳未満の者や妊婦さんを守ることを前面に打ち出し

ている理念に共感いたします。 

市民の健康寿命の延伸を目標として、健康増進を図る観点から受動

喫煙を防止するという基本方針に基づき、健康影響が大きい子どもや

妊婦等をはじめとして、すべての市民を対象に受動喫煙防止対策に取

り組んでまいります。 

Ｂ 

３ １ （原文・整理要約  有・無） 

【基本的な考え方】 

「喫煙可能室・場所（居室内、自動車の車内を含め）では、

２０歳未満の者、及び妊婦を立ち入らせ又は勤務させないこ

と。及びその旨の表示の義務付け。」「妊婦は、喫煙をしては

ならない。」と規定してはどうでしょうか。 

２０歳未満の者の喫煙可能室への立ち入り禁止や標示の義務付けは

改正健康増進法で定められており、法に準拠することとしております。

また、本条例（案）は、妊婦の喫煙を禁止する条文はございません

が、苫小牧市健康増進計画に基づき、母子保健事業において、妊産婦

やその家族に対する禁煙指導を行っております。 

Ｃ 



４ １ （原文・整理要約  有・無） 

【基本的な考え方】 

観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、都市公園、

自然公園等の建物内・敷地内禁煙も盛り込んではどうでしょ

うか。 

観覧場等は第２種施設に該当し、原則屋内禁煙となりますが、具体

的な施設の事例としては、条例施行規則や今年度作成する「受動喫煙

防止対策ガイドライン」に明記してまいります。 

Ｃ 

５ １ （原文・整理要約  有・無）

【市民の責務】 

「その他屋外の公共の場所において」は、屋内も含めて「屋

内外の公共の場所」とするべきではないでしょうか。 

屋内においては、一定の場所を除き喫煙を禁止しておりますが、屋

外においては、特に子どもや妊婦、健康上の配慮が必要な者に対し受

動喫煙を防止するため、通学路、公園、その他公共の場所において、

受動喫煙の防止に努めていただくよう「市民の責務」に規定したとこ

ろです。いただいたご意見を参考に検討させていただきます。 

Ａ 

６ １ （原文・整理要約  有・無）

【保護者の責務】 

「いかなる場所においても」とはなっていますが、子ども達

が長い時間を過ごす家庭内での受動喫煙防止を実効性のあ

るものにするには、子どもと同室内で喫煙しない、子どもが

同乗する自動車内で喫煙しないと、具体的に明記するべきで

あると考えます。 

家庭内、車内はもちろんのこと、屋外においても路上や多くの人が

集まる公共的な場所等様々な場所における受動喫煙のリスクから子ど

もたちを守るため、「いかなる場所においても」という表現にしており

ます。 

受動喫煙を防止するための具体的な取組事例としては、今年度作成

する「受動喫煙防止対策ガイドライン」に明記してまいります。 

Ｃ 

７ １ （原文・整理要約  有・無）

【事業者の責務】 

北海道条例（案）の基本的な考え方に基づき、「事業者は、

受動喫煙を未然に防止するための環境整備に努める。」「事業

者は、従業員等に受動喫煙を生じさせないよう努める。」と

規定してはどうでしょうか。 

従業員等の受動喫煙を防止するため、事業者の責務として「事業活

動を行うに当たっては、受動喫煙を生じさせることのないよう環境の

整備に取り組むこと」と規定しております。 

Ｂ 



８ １ （原文・整理要約  有・無）

【受動喫煙を防止するための措置】 

第１種施設は「敷地内禁煙」とし、特定屋外喫煙場所を設

置しないものとすることは、とても良いかと思います。市議

会もこれに含めるのが良いです。 

「施設の敷地の周囲において喫煙をしないようにする」とい

う条文を入れてはどうでしょうか。 

市議会は、改正健康増進法では第２種施設に該当しますが、本市に

おいては市役所庁舎内にあるため、第１種施設と同様に敷地内禁煙と

なっております。 

第１種施設の敷地外（周囲）での喫煙については、第１種施設の周

辺に限らず、屋内外の様々な場所において、他人に受動喫煙を生じさ

せないよう努めていただくことを、「市民の責務」として規定しており

ます。 

受動喫煙を防止するための具体的な取組事例としては、今年度作成

する「受動喫煙防止対策ガイドライン」に明記してまいります。 

Ｃ 

９ １ （原文・整理要約  有・無）

【受動喫煙を防止するための措置】 

第２種施設は「原則屋内禁煙」とし、市が設置し、又は管

理する施設においては、屋内に喫煙専用室及び指定たばこ専

用喫煙室を設置しないよう努めるものとすることは、とても

良いかと思います。是非に実現してください。 

第２種施設のうち、市が設置し、又は管理する施設については、多

くの市民が利用することから、受動喫煙の防止を図ってまいります。

Ｂ 

１０ １ （原文・整理要約  有・無） 

【受動喫煙を防止するための措置】

第２種施設のうち、市が設置し、又は管理する施設の屋外

に喫煙場所を設置しないよう努めるものとすることは、とて

も良いかと思いますが、努力でなく、義務規定が望ましいで

す。 

第２種施設のうち、市が設置し、又は管理する施設については、多

くの市民が利用することから、屋外の取扱いについても、いただいた

ご意見を参考に検討してまいります。 

Ａ 



１１ １ （原文・整理要約  有・無）

【受動喫煙を防止するための措置】 

「既存特定飲食提供施設の管理権原者は、従業員を雇用して

いる場合は、屋内に喫煙可能室を定めないこと。（ただし１

年間の猶予期間を設ける）」 

「従業員を雇用していない場合は、受動喫煙の防止に取り組

むよう努めるものとする。」という規定が望まれます。

飲食店は原則屋内禁煙となりますが、経過措置として経営規模の小

さな既存特定飲食提供施設は、「禁煙」、「分煙」、「喫煙可」の選択がで

きることとされております。利用者、従業員の受動喫煙を防止するた

めには、経営規模の大小にかかわらず、必要な措置を講じることが望

ましいと考えますので、条例（案）として規定しているところです。

市の施策である「空気もおいしい施設」の認定店を広く公表してい

くことで、禁煙に取り組む飲食店をサポートし、まちぐるみで受動喫

煙を防止する気運の醸成を図ってまいりたいと考えております。 

Ｃ 

１２ １ （原文・整理要約  有・無）

【受動喫煙を防止するための措置】 

北海道条例（案）の基本的な考え方に基づき、「苫小牧市

民等は、２０歳未満の者や妊婦等がいる場所において、喫煙

をしないよう努める。」と規定してはどうでしょうか。 

受動喫煙による健康影響が大きい２０歳未満の者、妊婦、その他の

健康上の配慮が必要な者に対する受動喫煙を防止するため、第一種施

設については、敷地内禁煙（特定屋外喫煙場所設置不可）としており

ます。また、屋外においても、通学路、公園、その他公共の場所にお

いて、受動喫煙の防止に努めていただくよう「市民の責務」に規定し

ております。 

Ｃ 

１３ １ （原文・整理要約  有・無）

【受動喫煙を防止するための措置】 

北海道条例（案）の基本的な考え方に基づき、「施設の管

理権原者は、２０歳未満の者等が多く利用する公園等の屋外

に喫煙場所を定めようとする場合は、受動喫煙を防止するた

めの措置を講ずるよう努める。」と規定してはどうでしょう

か。 

現在市が設置し、又は管理する公園については、喫煙場所を設置し

ておらず、今後も設置の予定はございません。 

また、市が設置し、又は管理する施設の屋外においても、喫煙場所

を設置しないよう努めることと規定しております。 

Ｃ 



１４ １ （原文・整理要約  有・無）

【受動喫煙を防止するための措置】 

北海道条例（案）の基本的な考え方に基づき、「第２種施

設の管理権原者は、第２種施設の屋外に吸殻入れ等を設置し

ようとする場合は、利用者の通行量等に配慮するよう努め

る。」と規定してはどうでしょうか。 

第２種施設（市が設置し、又は管理する施設以外）の屋外における

受動喫煙を防止するための措置として、いただいたご意見を参考に条

文の追加を検討してまいります。 

Ａ 

１５ １ （原文・整理要約  有・無）

【標識の掲示】 

「市が設置し、又は管理する施設及び飲食店においては、

施設の出入口の見やすい箇所に、「禁煙」、「分煙」、「喫煙可」

等の標識を掲示すること。」については、前半一部を削り、

「飲食店においては、施設の出入口の見やすい箇所に、「禁

煙」、「分煙」、「喫煙可」等の標識を掲示すること。」として

はどうでしょうか。 

多くの市民が利用する施設において、「禁煙」、「分煙」、「喫煙可」と

わかりやすく標示し、受動喫煙を未然に防止するため、市が設置し、

又は管理する施設及び飲食店において、標示を義務付けております。

Ｃ 

１６ １ （原文・整理要約  有・無）

【加熱式たばこの取扱い】 

加熱式たばこについて、紙巻きたばこと同様の扱いとする

ことは、とても良いかと思います。 

加熱式たばこには、紙巻きたばこと同じ有害物質が含まれているこ

とに変わりはなく、受動喫煙の有害性も否定できないことから、健康

影響を考慮し同様の扱いとしております。 

Ｂ 

１７ ２ （原文・整理要約  有・無）

【市の施策】 

受動喫煙防止対策助成金は、分煙施設の整備に助成するの

ではなく、分煙施設の撤去に助成を行い、完全禁煙を目指す

ことを促すことが望ましいと考えます。 

市の助成金は、国の「受動喫煙防止対策助成金」に上乗せして助成

することから、助成対象についても国の助成金と同様としております。

助成対象の拡大については、いただいたご意見を参考に検討してま

いります。 

Ｃ 



１８ １ （原文・整理要約  有・無）

【市の施策】 

「空気もおいしい施設」に認定された飲食店は、苫小牧市の

ホームページなどで紹介し、応援する施策をご検討頂ければ

と思います。 

「空気もおいしい施設」認定店には、苫小牧市オリジナルステッカー

と認定証を進呈し、市のホームページ等で公表しております。 

Ｂ 

１９ １ （原文・整理要約  有・無）

【市の施策】 

埼玉県は、たばこ税で「健康づくり基金」を新設しました。

たばこ税収入額の５％相当額を積み立て、健康づくりの施策

に活用するとのことです。施策としてご検討ください。 

たばこ税は目的税ではないため、使途は特定されておりませんが、

市民生活の維持、向上を図る上で必要な様々な施策に活用されている

貴重な財源となっております。いただいたご意見は、今後の取組の参

考とさせていただきます。 

Ｃ 

２０ １ （原文・整理要約  有・無）

【市の施策】 

禁煙治療の助成、特に、子ども・妊婦など家族と同居する

喫煙者の禁煙のための制度（少なくない市や区で実績があり

ます）をご検討ください。 

禁煙・節煙を望む方に対しては、禁煙外来を実施している医療機関

の紹介や治療に関する情報提供を行い、禁煙外来の利用促進を図って

まいります。 

Ｃ 

２１ １ （原文・整理要約  有・無）

【その他】 

条例の附則として見直し規定を設け、３年程度での規制強

化を検討できる内容とすることが望ましいと考えます。 

条例施行後の情勢の変化や国の動向を踏まえ、必要に応じて見直し

を図ってまいります。 

Ｃ 



反映区分 提出された意見の反映状況

Ａ  意見を受けて案を修正したもの

Ｂ  案と意見との趣旨が同様と考えられるもの

Ｃ  案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの

Ｄ  案に取り入れなかったもの

Ｅ  案の内容についての質問等

 「原文」とは、提出者の氏名、連絡先等を除いた提出された意見そ

のものであり、整理、要約、削除等をしていないものをいいます。担

当課において、原文の備付けや閲覧による対応が必要となります。「整

理要約」とは、提出者の氏名、連絡先等を除いた提出された意見を整

理、要約、削除等をしたものをいいます。 

 なお、「原文」・「整理要約」のいずれの場合であっても、第三者の利

益を害するおそれがあるとき（個人のプライバシーに係る事項、企業

秘密等）や、その他正当な理由があるとき（提出意見を公にすること

により公益上の支障があるとき等）は、その部分について除くことが

できます。


